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１．我が国の人口等の推移 

 

 



我が国の人口の推移

○ 我が国の人口は2004年をピークに減少傾向にある。人口減少、少子高齢化は、今後も続く見通し。
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14歳以下人口

高齢化率（65歳以上人口割合）

65歳以上人口

15～64歳人口

人口（千人）

（西暦）

人口ピーク(2004年)

127,790千人

25,672

20.1%

(2005)

高齢化率

35.7%

35,863

出生率

出生率

1.39

1.25

(2005)

127,768

100,593

資料：2005年までは総務省統計局「国勢調査」、2010年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成14年１月推計）中位推計」

生産年齢人口（15～64歳）割合

65.8%

（2005）

17,521

84,092

10,842

72,325

34,726

14,085

53,889

121,136

生産年齢

人口割合

53.6%

2005

推計値（日本の将来人口推計）実績値（国勢調査）



＜労働力人口の見通し＞

人口減少下において、若者、女性、高齢者などすべての人の意欲と能力が最大
限発揮できるような環境整備を図ることにより、将来の労働力人口の減少は相当
程度抑えることが可能。

（総人口 12,769万人） （総人口 12,627万人）

(6,237万人) (6,535万人)(6,642万人)労働力人口

約４１０万人減 約１１０万人減

2004年 2015年

労働市場への参加
が進まないケース

労働市場への参加
が進むケース

仕事と家庭の両立立援
（女性への就業支援）
→約１７０万人増
（うち女性１３０万人増）

若者への就業支援
→約８０万人増

960

4,292

1,389

1,079

4,070

1,089

1,133

4,232

1,170

６０歳
以上

３０歳～
５９歳

１５歳～
２９歳

高齢者への就業支援
→約５０万人増

各種対策により
約３００万人増

（年率0．7％） （年率1．8％）実質経済成長率 （年率2．3％）

（資料出所）総人口については、2004年は総務省統計局「人口推計」、2015年は国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口」による。労働力人口については、2004年は総務省統計局「労働力調査」、
2015年は雇用政策研究会(厚生労働省職業安定局長の懇談会)の推計（2005年７月）による。

（注） 「労働市場への参加が進むケース」とは、各種施策を講じることにより、より多くの者が働くことが可能
となったと仮定したケース。



 

 

 

 

２．人口減少下における雇用対策 

 

 



人口減少下における雇用対策

○ 若者への就業支援
・ フリーターの方々を対象とした「フリーター25万人常用雇用化プラン」の推進
・ ニート等若者の働く意欲や能力を高めるための総合的な取組の推進

○ 高齢者への就業支援
・ 高齢者雇用安定法に基づく定年の引上げや継続雇用制度の導入等による
雇用確保の推進
・ シルバー人材センター事業の推進

○ 女性への就業支援
・ マザーズハローワーク等における、子育てしながら再就職を希望する女性
の再就職支援
・ 子育てする女性の起業に対する支援

人口減少下における雇用政策の基本的方向

労働力人口の減少の抑制、経済社会の活力の維持・増進



フリーター２５万人常用雇用化プラン（平成１８年４月開始）

○ジョブカフェ等による就職支援

就職者数 ５．７万人

適性判断、カウンセリング、職業紹介等就職関連サービスを若年者にワンストップで提供するため

のセンター（通称：ジョブカフェ）における支援。〔４６都道府県９５カ所設置（平成18年10月現在）〕

○トライアル雇用による就職支援

就職者数 ４．２万人
企業における３ヶ月間の試行雇用を通じ、常用雇用への移行を促進する制度。

○日本版デュアルシステム等実践的な能力開発の実施

就職者数 ２．４万人

企業実習と訓練機関の座学を連結させた教育訓練プログラム。

○ハローワークによるフリーター常用就職支援事業

就職者数 １２．７万人（※）

フリーター向けの窓口を設け、常用就職に向けたセミ
ナーや合同選考会の開催、専任職員による一対一の相
談・助言、求人開拓、職業紹介、就職後の職場定着指導
等、常用雇用化のための一貫した支援を実施。

ハローワークに設置されたフリーター向けの窓口での相談風景

※ 各種事業との重複調整後のもの。

フリーター２０万人常用雇用化プラン（１７年５月～１８年４月）は、２２．５万人
の常用雇用を実現（速報値）

【目標値】
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ニート等若者の働く意欲や能力を高めるための総合的取組

○ 各地域に「地域若者サポートステーション」を設置し、若者の置かれた状況に応じた専
門的な相談を行うとともに、地域の若者支援機関のネットワークの中核として各機関のサ
ービスが効果的に受けられるようにすることにより、ニート等の自立を支援する。
（実施箇所２５か所）

ニート等の自立を支援するための地域における体制の構築<新規>

○ 合宿形式による集団生活の中で、生活訓練、労働体験等を通じて、職業人、社会人とし
て必要な基本的能力の獲得、勤労観の醸成を図り、働く自信と意欲を付与する「若者自立
塾」事業を推進する。（実施箇所２０か所→２５か所）

「若者自立塾」事業の推進

○ 全国のハローワーク、ヤングワークプラザ等において、専門的人材によるカウンセリン
グサービスを提供する体制を整備し、若者の就業をめぐる悩みに的確に対応する。

若者の就業をめぐる悩みに対する専門的相談体制の整備<新規>

○ 若者の雇用問題についての国民各層の関心を喚起し、若者に働くことの意義を実感させ、
働く意欲・能力を高めるため、経済界、労働界、教育界、地域社会、政府等の関係者が一
体となって取り組む国民運動の充実を図る。

若者の人間力を高めるための国民運動の充実
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仕事と家庭の両立支援対策の概要

育児・介護休業法等の施行育児・介護休業法等の施行

妊娠・出産後の母性保護、母性
健康管理

妊娠・出産後の母性保護、母性
健康管理

・産前産後休業（産前６週、産後８週）

・軽易な業務への転換、時間外労働・深
夜業の制限

・医師の指導等に基づき、通勤緩和、休憩、
休業等の措置を事業主に義務づけ

・妊娠・出産を理由とする解雇の禁止

等

仕事と家庭を両立しやすい諸制
度の整備

仕事と家庭を両立しやすい諸制
度の整備

・子が１歳（一定の場合は１歳半）に達する
までの育児休業等の権利を保障

・子が３歳に達するまでの勤務時間の短縮
等の措置を事業主に義務づけ

・育児休業を取得したこと等を理由とする解
雇その他の不利益取扱いの禁止 等

事業主への支援・取組促進事業主への支援・取組促進

次世代法に基づく事業主の取組
推進

次世代法に基づく事業主の取組
推進

・仕事と家庭を両立しやすい環境の整備等
に関する行動計画の策定・届出

（３０１人以上は義務、３００人以下は努力義務）

・計画に定めた目標の達成など、一定の基
準を満たした企業を認定

助成金を通じた事業主への支援助成金を通じた事業主への支援

・短時間勤務制度の導入など、両立支援に
取り組む事業主へ各種助成金を支給

労働者への支援労働者への支援

保育ニーズへの対応保育ニーズへの対応

・「待機児童ゼロ作戦」の推進、延長保育や
休日保育など多様な保育サービスの実施

・放課後児童クラブの推進

・急な保育ニーズへの対応として、「ファミ
リー・サポート・センター」の設置促進

表彰等による事業主の意識醸成表彰等による事業主の意識醸成

・仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な
働き方ができる企業を表彰（ファミリー・フレ
ンドリー企業表彰）

・両立のしやすさを点検・評価するための
「両立指標」の開発・普及

・行動計画など両立支援の取組を公表

希望するものすべてが子育て等しながら安心して働くことができる社会の実現

育児等によりいったん離職した方
への再就職・再就業支援

育児等によりいったん離職した方
への再就職・再就業支援

・登録制による定期的な情報提供、個々の
希望に応じた再就職プランの策定支援

・「マザーズハローワーク」で、担当者制に
よるきめ細かい相談等の支援

・メンター紹介事業の実施や助成金の支給
等による起業支援



高齢者が意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現を目指す

２．基本的方向性２．基本的方向性

３．施策の体系３．施策の体系

高齢者雇用対策の基本的枠組み

①出生率の低下、団塊の世代の高齢化により、労働力人口は今後減少
・２００４年：６６００万人→２０３０年：６１００万人 （３０～５９歳：４３００万人→３９００万人、６０歳～：９６０万人→１０８０万人）

②高齢者の有効求人倍率は厳しい情勢が続く
・６０～６４歳有効求人倍率：０．６０倍 ＜２００６年 ９月＞ （年齢計有効求人倍率：１．０８倍）

③高齢者の就労意欲は非常に高い
・２００４年男性の労働力率 ６０～６４歳：７１％ （英：５６％、米：５７％、仏：１９％、独：３８％）

④年金（定額部分）の支給開始年齢が２０１３年にかけて段階的に６５歳に引上げ

１．現状１．現状

６５歳までの雇用確保
○６５歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のうちいずれかの措置の実施を
義務化（１８年４月１日施行）
・６月１日現在で８４％の企業が改正法に沿った措置を導入済み（51人以上規模企業81,382社対象）

多様な就業・社会参加の促進
○シルバー人材センター事業
定年退職後等に、臨時的かつ短期的又は軽易な就業を希望する者に対して、地域の日常生活に密着した仕事を提供し、もって
高年齢者の就業機会の増大を図る。

・１８年３月末現在、団体数：１，５４４団体、会員数：７６．５万人

中高年齢者の再就職促進
○【雇用対策法】事業主の募集・採用における年齢制限の緩和の努力義務を規定

【改正高年齢者雇用安定法】募集・採用時の上限年齢設定理由（※）の明示を義務化

（※）「年齢指針」において例外的に年齢制限を設けることが認められる１０項目のいずれかに該当する理由

・１８年９月の年齢不問求人割合は４５．２％



地域雇用開発促進法に基づく地域類型と支援措置の見直し

見直し後
○雇用情勢と地域の意欲・創意工夫に応じた

2地域類型。
・雇用情勢が特に厳しい地域 →助成金
・地域の意欲が高い地域 →市町村等の創意を

活かした委託事業

雇用開発促進地域

〔助成金〕
・見直し（都道府県の計画
とリンクしたメニュー化等）

・雇用創造推進地域
にも該当する地域に
助成金の特例措置

雇用創造推進地域雇用創造推進地域

〔〔協議会等への委託事業協議会等への委託事業〕〕

・雇用創出、能力開発、就職促・雇用創出、能力開発、就職促
進を主内容。進を主内容。

・雇用開発促進地域にも該当・雇用開発促進地域にも該当
する地域に特例する地域に特例

良

雇
用
情
勢
（
客
観
指
標
）

悪

都道府県が
該当地域に係る
計画を策定、
国が同意
（現行に同じ）

・該当地域の市町村が
都道府県に協議した上で
計画を策定、国が同意
・都道府県の参加も可
・地元協議会への付議

市町村の意欲や創意工夫（主観指標） あり

求職活動援助地域

〔地元事業主団体への委託事業〕

・求人情報収集や合同面接会開催等

有効求人
倍率1.0

良

雇
用
情
勢
（
客
観
指
標
）

悪

現行
○雇用情勢に応じて、都道府県が地域
（4類型）を設定し、計画を策定する。
→助成金等

雇用機会増大促進地域
〔雇入れを伴う設備投資に
対する助成金〕

高
度
技
能
活
用
雇
用
安
定
地
域

〔技
能
労
働
者
雇
入
れ
に
対
す
る
助
成
金
〕

能力開発就職促進地域
〔企業内訓練に対する助成金〕



地域雇用開発促進法の一部改正について地域雇用開発促進法の一部改正について

現現

行行

（
見
直
し
）

（
見
直
し
）

改改

正正

後

厚生労働大臣が定める指針に基づき、地域ごとに都道府県が計画を策定し、国が同意。

雇 用 機 会 増 大
促 進 地 域

雇用情勢が厳しい
地域

・地域雇用開発促進
助成金

求 職 活 動
援 助 地 域

情報のミスマッチが
存在する地域

・地域求職活動援助
事業

能 力 開 発
就 職 促 進 地 域

能力のミスマッチが
存在する地域

・地域人材高度化能
力開発助成金

高 度 技 能 活 用
雇 用 安 定 地 域
高度技能労働者を雇用
する事業所が集積する
地域
・地域高度人材確保奨
励金、地域人材高度化
能力開発助成金

雇用情勢の地域差の存在。その解消のためにも地域の自主的な取組が不可欠。

地域類型・支援措置を雇用情勢と地域の意欲、 応じて２類型に重点化。
↓

創意工夫に

厚生労働大臣

指針の策定

計画の同意

支援措置

雇用開発促進地域（仮称）

地域 雇用情勢が特に厳しい地域

都道府県

○ 地域雇用開発計画（仮称）の作
成、実施
・ 独自の雇用対策
・ 助成金の活用 等

国 事業主に対する助成金
・事業所の設置・整備と雇入れ
への助成
・中核的人材受入助成
・能力開発助成

雇用創造推進地域（仮称）

地域 雇用機会が不足する中で市
町村等が自主的に雇用創造
に取り組む地域

市町村等

○ 地域雇用創造計画（仮称）の作
成、実施
・ 独自の雇用対策
・ 重点分野の設定 等

○ 市町村や経済団体等の関係者
からなる協議会等が提案する雇
用創出、能力開発、就職促進等
の事業

国

○ 協議会等が提案する事業を選
定の上、委託事業として実施
○ 市町村等が行う無料職業紹介
に対する支援

協議 協議

後

重なる地域 ：
重点分野について
支援措置の特例 地域再生・関係省庁との連携

施行日：公布の日から３ヶ月以内の政令で定める日（予定）



農林業等就職促進支援事業の概要図

　　

　

ハローワーク

ハローワーク

就農等支援コーナー
（都道府県１ヶ所)
主要１１コーナーに
若年者農業就業支援員

農林業等就職相談コーナー
(東京、大阪、愛知）

農林業等就職支援相談員

ハローワーク

就農等支援コーナー
（都道府県１ヶ所)
主要１１コーナーに
若年者農業就業支援員

ハローワーク

就農等支援コーナー
（都道府県１ヶ所)

都道府県の
農林業等関
係団体

都道府県の
農林業等関
係団体

全国レベルの農林業等関係団体 都道府県の農林業等関係団体

連
携

連携

連
携

連携

①求人情報の集中化
★「就農等支援コーナー」
都道府県と連携し、農業等への就業を希望する
失業者やフリーター等に農林業等の求人情報、
農林業等体験、市民農園情報など農林業等に関
する幅広い情報提供により多様な農林業等にお
ける就職及び就農等を支援する。
●若年者農業就業支援員
フリーター等若者に対し職業指導を通じ
くことについての意識の明確化を図り、農業での就業
を希望する者に対しては、情報提供や農業研修の
あっせん等により農業への就業を支援
　配置先　北海道、宮城、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知
　　　　　　大阪、兵庫、広島、福岡の就農等支援コーナー

て、農業で働

ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

②人材の
大都市圏
から地方
への移動

②人材
の大都
市圏から
地方へ
の移動

☆「農林業等就職相談コーナー」
全国からの農業等関係求人情報の管理、農業等関係
団体との連携等を実施し、大都市圏の求職者の円滑
な地方移動を支援する。



 

 

 

 

３．持続可能な社会保障制度の構築 



社会保障制度の概要 給付費
（構成比）
（平成15年度）

計８４．３兆円

（注１） 社会保障制度審議会「新しい世紀に向けた社会保障〈意見〉」（平成１２年９月）、社会保障制度審議会事務局「社会保障制度のあ
らまし」（平成１０年１１月）を基に作成。

（注２） 給付費は、社会保障・人口問題研究所「平成１５年度社会保障給付費」による。

個人・世帯を
対象とする
給付

社会保障の
基盤を形作
る国民全体
を対象とする
施策

－１－

７６．５兆円

（９０．８％）

７．２兆円

（８．４％）

○社会保険

国民が病気、けが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活

の困難をもたらすいろいろな事故（保険事故）に遭遇した場合
に一定の給付を行い、その生活の安定を図ることを目的とし
た強制加入の保険制度

医療保険、
年金保険、
介護保険、
雇用保険、
労働者災害補
償保険

等

○社会福祉

障害者、母子家庭など社会生活をする上で様々なハンディ

キャップを負っている国民が、そのハンディキャップを克服し
て、安心して社会生活を営めるよう、公的な支援を行う制度

障害者、老人、
児童、母子等に
対する福祉

等

○公的扶助

生活に困窮する国民に対して、最低限度の生活を保障し、

自立を助けようとする制度

生活保護

○公衆衛生

国民が健康に生活できるよう様々な事項についての予防、

衛生のための制度

食品衛生、
結核、
感染症、
麻薬対策、
上水道

等

０．６兆円

（０．７％）



我が国の社会保障制度の特徴

○ すべての国民の年金、医療、介護をカバー（国民皆保険・皆年金体制）

・ 年金制度は、高齢期の生活の基本的部分を支える年金を保障

・ 医療保険制度は、「誰でも、いつでも、どこでも」保険証１枚で医療を受けられる医療を保障

・ 介護保険制度は、加齢に伴う要介護状態になっても自立した生活を営むことが出来るよう必要

な介護を保障

○ 社会保障給付の大宗を占める年金・医療・介護は、社会保険方式により運営

○ 社会保険方式に公費も投入し、「保険料」と「税」の組み合わせによる財政運営

○ 「サラリーマングループ」と「自営業者等グループ」の２本立て

・ 社会保障の財源は、約６０％が保険料。約３０％が公費、約１０％が資産収入等で、保険料中心

の構成

・ サラリーマン（被用者）を対象とする職域保険（健康保険、厚生年金）と自営業者、農業者、

高齢者等を対象とする自営業者等グループ（国民健康保険、国民年金）の２つの制度で構成

－２－



社会保障制度改革の概要（持続可能な制度の構築に向けて）

【【 年金制度改革（年金制度改革（H16H16））】】

○○将来の保険料の上限を固定将来の保険料の上限を固定

○基礎年金国庫負担割合の引上げ及び積立金の活用に○基礎年金国庫負担割合の引上げ及び積立金の活用に

より、保険料の引上げをできるだけ抑制より、保険料の引上げをできるだけ抑制

○保険料上限による収入の範囲で給付水準を自動的に○保険料上限による収入の範囲で給付水準を自動的に

調整する仕組みを導入調整する仕組みを導入

子どもや孫の世代においても安心して年金を受け

取れる頑丈な制度を構築

【【介護保険制度改革介護保険制度改革(H17)(H17)】】

○○予防重視型のシステムへ転換予防重視型のシステムへ転換

○住み慣れた地域で暮らし続けられる○住み慣れた地域で暮らし続けられる

ようなようなサービス整備サービス整備

要介護状態にならずに活力ある

高齢社会の実現

【【医療制度改革医療制度改革(H18)(H18)】】

○○安心・信頼の医療の確保と予防の重視安心・信頼の医療の確保と予防の重視

○医療費適正化の総合的な推進○医療費適正化の総合的な推進

○超高齢社会を展望した新たな医療保険○超高齢社会を展望した新たな医療保険

制度体系の実現制度体系の実現

患者・国民の視点から、あるべき医療

を実現すべく医療の構造改革を推進

－１３－











 

 

 

  

 

 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の概要 

 

目的：国民の医療に対する安心・信頼を確保し、質の高い医療サービスが適切に受けら
れる体制を構築するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良質で安心・信頼のできる 

医療サービス 

医療安全の確保 

医療安全支援センターの制度化、医療 

安全確保の体制確保の義務付け 等 

患者等への医療に関する 

情報提供の推進 

 都道府県が情報を集約し、住民に情報

提供・相談に応じる仕組みの制度化 等

 

医療計画制度の見直し等を通じた 

医療機能の分化・連携の推進 

医療計画に、脳卒中、がん、小児救急医療等

事業別の具体的な医療連携体制を位置付け 等

地域や診療科による 

医師不足問題への対応 

都道府県の「医療対策協議会」を制度化

し、関係者協議による対策を推進 等 

医療法人制度改革 

 非営利性の徹底、公立病院等が担って 

きた分野を扱う医療法人制度の創設 等 

医療従事者の資質の向上 

行政処分を受けた医師等の再教育の義務化 等 



がん対策や小児救急医療対策等の地域の医療機能に関する住民への情報提供(医療法)  
 
 
 
 
 
 
 
 
（脳卒中の医療連携体制についてのインターネットによる情報提供のイメージ）         

                           ※医療機能は随時最新の内容で提供 

 
 
 

 

 

 

 

 ＜▲▲病院の医療機能＞ 
  ・ 
 ・

＜◇◇病院の医療機能＞
  ・ 
 ・

＜△△病院の医療機能＞
  ・ 
  ・

・◇◇病院（住所）
・▲▲病院（住所） 
・□○診療所（住所） 
  ・ 
  ・ 

・

＜◇◇病院の医療機能＞ 
・医師数 
・看護師数 
・平均在院日数 

          など 

＜○○病院の医療機能＞
・医師数 
・保有する医療機器 
・社会保険事務局に届出さ
れた施設基準等 

     など

・○○病院（住所） 
・◇◇病院（住所） 
・▲▲病院（住所） 
  ・ 
  ・ 

・

・○○病院（住所） 
・△△病院（住所） 
・□□病院（住所） 
  ・ 
  ・ 

・

選択すると詳

しい情報を参

照できる。 

＜○○病院の医療機能＞
・医師数 
・ＰＴ・ＯＴ数 
・平均在院日数 
・地域連携クリティカルパ
スの使用状況   など

療養医療を提供する
機能を有する医療機関 

回復期リハビリの機能
を有する医療機関 

地域の救急医療の機能
を有する医療機関 

都道府県医療計画 

 がん対策、脳卒中対策、急性心筋梗塞対策、糖尿病対策、小児救急医療対策、周産期医療対策、救急医療対策、
災害医療対策又はへき地医療対策といった主要な事業ごとの医療連携体制の状況について、医療連携体制に関わる
医療機関の所在地と医療機能（医師の配置、保有する医療機器、社会保険事務局に届出された施設基準等、公費負
担医療の実施、地域連携クリティカルパスの使用状況など）がわかるように医療計画に明示する。 



医療計画の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進（改正医療法）

 
  
 
 
                                 
      医療機能の分化・連携の推進に 
      よる切れ目のない医療の提供         
                              
  ○ 都道府県が作成する医療計画の見直しに 

より、脳卒中、がん、小児救急医療など事 
業別に、地域の医療連携体制を構築する。                     

                                 
  ○ 地域の医療連携体制内においては、地域           
   連携クリティカルパスの普及等を通じて、        
   切れ目のない医療を提供する。              
                              
    ※地域連携クリティカルパス              
     急性期病院から回復期病院を経て自宅         
    に戻るまでの治療計画。患者や関係する 
    医療機関で共有することにより、効率的 
    で質の高い医療の提供と患者の安心につ 
    ながる 
     転院・退院後も考慮した適切な医療提供 
     の確保 

 
☆ 国の基本方針(新たに法律に規定)によるビジョンの提示 
☆ 事業別に、分かりやすい指標と数値目標でもって住民・ 
 患者に明示し、事後評価できる仕組みにする。 
※数値目標の例： 

   疾病別の年間総入院期間の短縮、  
在宅看取り率の向上、 
地域連携クリティカルパスの普及など 

☆ 事業ごとに医療連携体制を具体的に医療計画に位置付

け、住民・患者に医療機関や連携の状況を明示する。 
☆ 医療機能調査の上、住民、医療関係者、介護サービス事

業者等と協議して医療連携体制を構築。 
（病院・診療所の開設者及び管理者に医療機能調査や医療 
 連携体制の構築に関する協議などへの協力の努力義務規

定を創設） 

具体的内容  ～ 以下の医療計画に関する基本的枠組みを

医療法に規定 ～ 

 医療計画を通じ、がん対策、脳卒中対策、小児救急対策などの主要な事業ごとに医療連携体制を構築することによ
って、医療機関相互の連携の下で、適切な医療サービスが切れ目なく提供され、早期に在宅生活に復帰できるように
する。 



【 回復期・亜急性期 】【急 性 期】

在 宅 で の 生 活
（ケアハウス、有料老人ホームなど多様な居住の場を含む）

地域の救急医療の
機 能

回復期リハビリ
機 能

必要に応じ
要介護認定

生活リハを含めた
療養を提供する機能

退
院

退院

疾
病
の
発
症

退院

脳卒中の場合の医療連携体制のイメージ

かかりつけ医機能（※）
（診療所・一般病院等）

在宅医療（継続的な
療養）管理・指導

（退院調整）

（
転
院
調
整
）

（退院調整）

（
転
院
調
整
）

（退院調整）

※ 急性期、回復期、療養期等各機能を担う医療機関それぞれにかかりつけ医がいることも考えられるが、ここでは、身近な地域で日常的な医療を受け
たり、あるいは健康の相談等ができる医師として、患者の病状に応じた適切な医療機関を紹介することをはじめ、常に患者の立場に立った重要な役割を
担う医師をイメージしている。
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水道普及率と経年管の布設延長

水道普及率９７．１％（平成１６年度末）
水道未普及地域では、水涸れ、衛生上の問題等が発生

水道普及率

導水、送水、配水管にお
ける経年管の布設延長

経
年
管
の
布
設
延
長
（
万km

）

水
道
普
及
率

全管路延長（約５８万km）の
約４０％が経年管

※経年管とは、布設後２０年以上経過した硬質塩化ビニル管、鋳鉄管等をいう。



現在の技術者による今後の業務遂行　(H15 アンケート）
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給水人口（平成１６年３月３１日時点）

事業者数

○安全安定な水供給のための技術的レベルの維持が困難

○経営基盤が脆弱な中小規模の水道事業者（市町村による経営が
原則）が大多数

○老朽化施設の更新
計画的な施設更新・改良の実施

○広域化により事業規模を拡大、運営基盤を強化
広域的水道整備計画に基づき、市町村の区域を超えた広域的な水道整備を推進。施設の一体
化に加え、経営や管理の一体化、施設の共同化などソフト面の統合を含めた広域化を推進

水道の現状と今後の水道事業の方向性

○水道施設の老朽化
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浄水場数

今後まとまって今後まとまって
更新時期を迎更新時期を迎

えるえる

○今後更新時期を迎える水道施設



○一度、大地震が起これば、長期間にわたる断水被害が発生。
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水道施設・管路の耐震化率
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２０％

３０％

１３％

○水道水源保全に係る
関係府省等との連携強化

○水源汚染、病原生物による
健康被害を防止するための
高度浄水施設（活性炭処理、
オゾン処理等) の整備を
推進

○水道水源自動監視施設等
の整備を促進

○基幹施設・管路の耐震化率１００％を達成するために、既
存施設・管路の更新が必要
※特に東海地震、東南海・南海地震対策
強化地域はできるだけ早期の達成が必要

○水源には、通常のろ過や塩素消毒では除去できない汚染物
質(耐塩素性病原生物、有害化学物質、異臭味関連物質等)が
存在

○給水停止等に至る水質汚染事故が毎年10～20件発生

○水道施設・管路の耐震化率は極めて低い

水道の現状と今後の水道事業の方向性

神奈川県営水道HPより

水道水源保護条例
（地方自治体）

水道水源保護条例
（地方自治体）

浄水場

下水処理場

農薬取締法農薬取締法

水道水源の監視体
制の強化

水道水源の監視体
制の強化

水質汚濁防止法水質汚濁防止法

クリプトスポリジウム
問題

クリプトスポリジウム
問題

取排水系統の再編取排水系統の再編

浅井戸

水道原水法水道原水法

水質汚染事故件数
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23%

51%

油類

有機物

濁度
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pH

その他

(16年度。給水停止等に至らな
いケースを含む。)


